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事業報告

（2024年４月１日から2025年３月31日まで）

会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制

当社は、2024年６月26日開催の第106回定時株主総会の承認に基づき、監査等委員会設置会社に移行

いたしました。これに伴い同日開催の取締役会において、「内部統制システム整備の基本方針」を一部

改定することを決議し、下記のとおり改定後の内容を運用しております。

① 当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及

び定款に適合することを確保するための体制

（ⅰ）当社は、高い企業倫理観を保持し、法令その他の社会規範や会社の規則を遵守することを「神鋼

商事グループ企業倫理綱領」に謳い、当社グループの役員・使用人すべてが拠るべき具体的な行

動基準を定めている。

（ⅱ）前項の目的を達成するため、当社は、「コンプライアンス実践マニュアル」の作成配布及び研修

を行い、「コンプライアンス委員会」「神鋼商事グループ内部通報窓口」を設置・運営するなど、

当社グループの法令遵守に関する認識の普及・定着と、違反を監視・予防する体制を構築する。

（ⅲ）当社は、「神鋼商事グループ企業倫理綱領」において市民社会の秩序や安全に脅威を与え、民事

介入暴力等により不法な利益を得て活動する反社会的勢力・団体に対しては毅然とした態度で対

応するように定めるとともに、当社グループに必要な社内体制を整備し、一切の関係の排除に取

り組む。

② 当社グループの財務報告の信頼性確保のための体制

当社は、金融商品取引法における内部統制報告制度に対応するため、「財務報告に係る内部統制基

本規程」に従い、当社グループの財務報告の信頼性を確保するための社内体制の整備及び運用を図

る。

③ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の意思決定並びに職務執行の過程及び結果が明らかとなるよう、必要な情報を記

録し保存する。保存対象とする情報（文書又は電磁的記録）、管理責任部門、保存期間等は社内規

程をもって定め、情報の保存状況を定期的に確認してその散逸・流出を防止するなど、確実な情報

管理体制を確立する。

④ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（ⅰ）当社は、当社の事業特性を踏まえて各種リスク（損失の危険）を抽出し、投融資・与信・ デリ

バティブ取引・安全保障貿易等の主要なリスクについては、それぞれカテゴリー毎の管理規程を

設けて、管理責任部門・決裁権限・内部監査の方法・取締役会への報告義務等を明確にしてい

る。

（ⅱ）「リスクマネジメント委員会」は、「リスク管理アクションプラン」を通じた内部統制制度及び運
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用状況のモニタリングを行い、リスク管理を適切に実施するための諸施策や方針を審議するとと

もに、結果を経営審議会に付議し、グループ全体のリスク管理体制強化を図る。

（ⅲ）事業環境の変化・法的規制の変化等に対応して、諸規程を適時に見直し改定するとともに、全社

包括的なリスク管理規程を整備し、当社グループの総合的リスク管理体制を構築する。

（ⅳ）当社は、当社グループの事故・災害・システム故障等経営に重大な損害を生じる恐れのある事象

を想定し、有事の対応手順や緊急態勢あるいは情報伝達手段を明らかにすることにより、被害を

最小化し事業継続を確保する体制の確立を図る。

⑤ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（ⅰ）当社は、経営の意思決定と業務執行の役割区分を明確にする執行役員制を採用し、取締役会の監

督の下で、取締役会が選任した執行役員（代表取締役・取締役の兼務者を含む。）が、委任され

た事項について、職務権限規程に従い決定し業務を執行する体制をとり、経営の迅速化と経営効

率の向上を図る。

また、執行役員は、四半期毎に、自らが管理する当社グループの業務執行の状況を取締役会に報

告する。

（ⅱ）当社は、当社グループの中期経営計画及び年度予算を策定し、進捗状況を定期的にレビューする

ことにより、経営戦略・経営課題の明確化と事業の効率的運営及び状況変化に応じた諸施策の適

切な実施を可能とする。

⑥ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役等の職務執行に係る事

項の当社への報告に関する体制

（ⅰ）当社は、当社グループの適正かつ健全な経営の実現を目指す。そのため、当社は、子会社におけ

る法令遵守・リスク管理などの状況を把握し、当社グループ方針との調和のもと、各社が、各社

の実情に応じた適切な内部統制システムを整備・運用するよう協力・指導・援助する。

（ⅱ）当社は、社内規程をもって、当社グループの管理責任部門、協議事項、事前報告事項、相互間の

取引のあり方などを定め、これに基づき常時各社の業況を把握し、また、必要なときは本社部門

又は管理責任部門が監査・調査を行う。

（ⅲ）内部通報システムは、当社グループの役員・使用人のすべてが利用できるものとし、子会社側か

らの情報提供を可能とする。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取

締役を除く。）からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人への指示の実効性確保に関

する事項

当社は、監査等委員会の求めに応じ、専任者を配し、監査等委員会の職務補助を担当させると同

時に、監査等委員会の事務局を担当させる。任免及び評価の決定にあたっては、監査等委員会の事

前同意を得ることとする。同職務補助については、取締役（監査等委員である取締役を除く。)の

指揮命令権は及ばず、監査等委員会の指揮命令権にのみ服するものとする。
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⑧ 当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会

への報告に関する体制

（ⅰ）当社グループの取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのあることを発見したと

きは、これを直ちに監査等委員会に報告する体制を確保する。

また、当社グループの取締役及び使用人等は、監査等委員が会社の意思決定の過程及び業務の

執行状況を適切に把握するために、経営審議会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委

員会、輸出管理責任者協議会、リスクマネジメント委員会、投融資委員会等の重要な会議等にお

いて監査等委員の求めに応じ適切な報告を行う他、主要な決裁書類その他業務執行に関する重要

な文書に関して監査等委員の求めに応じ、必要な説明を行うものとする。

（ⅱ）当社は、当社グループの取締役及び使用人等が、監査等委員会へ報告したことによる不利益な取

り扱いを受けることを禁止し、それを実現するための体制を整備する。

⑨ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（ⅰ）監査等委員は、監査等委員会監査等基準により監査を行うとともに、会計監査については会計監

査人と定期的に意見交換を行い、業務監査については内部監査部門と連携して行うほか、代表

取締役、その他取締役、子会社の監査役等と定期的に会合を行い、経営情報の交換に努めるな

ど、連携を図る。

（ⅱ）当社は、監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払の請求等をしたときは、担当部

署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務執行に必要でないと

認められた場合を除き、すみやかに当該費用又は債務を処理する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

（コンプライアンス体制）

「神鋼商事グループ企業倫理綱領」の理念を浸透すべく、当社グループ全従業員に「コンプライア

ンス実践マニュアル」を配布しています。また、分野ごとの各種研修を実施し、グループ各社におい

ても実施いたしました。内部通報制度については、国内グループ各社も利用できる窓口を設置し、窓

口を外部の委託事業者とする等で利用しやすく、かつ通報者の保護をより一層図る内部通報制度とな

っております。

（財務報告に係る内部統制）

取締役会で決議された「財務報告に係る内部統制の報告制度」に関する対応方針に基づき、監査計

画を作成し、年間を通じて内部監査を実施しました。

（文書管理体制）

「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する規程」に基づき、2025年２月から３月に

内部監査を実施し、保存及び管理状況に問題がないことを確認しました。
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（リスク管理体制）

「リスク管理規程」に基づき、当社グループのリスクに対する的確な管理及び実践を図っておりま

す。2024年５月及び11月に開催されたリスクマネジメント委員会において、取り組み状況のモニタリ

ング、優先課題への施策を議論し、その結果を経営審議会に報告し、審議した内容を含めて取締役会

に報告しました。

・注視する個別リスク管理項目に関する実施状況

(１) 投融資リスク

投融資委員会にて当社グループの投融資案件のリスクを事前に指摘し、リスクのミニマイズを

図りました。また投融資実行後にレビューを行い、問題ある案件は方策を検討し、適宜取締役会に

報告しました。

(２) 企業秘密漏洩リスク

「企業秘密管理規程」に基づき、当社グループの情報セキュリティ（物理的セキュリティ、人的

セキュリティ、ITインフラのセキュリティ）対策をグループ各社において推進しております。

(３) 信用リスク

国内においては「信用限度規程」及び系列会社各社の同様の規程、海外においては「海外系列会

社信用限度規程」に基づき、グループ各社において与信管理を徹底しました。

(４) インサイダー取引リスク

「インサイダー取引防止管理規程」に基づき、関係会社を含めた全従業員を対象に、E-Learning

でインサイダー取引防止研修を実施するなど、従業員への社内教育を徹底するとともに、従業員持

株会を通じて会員の株式引出管理を実施しました。役員については、専門家による対面でのインサ

イダー取引防止研修を実施するとともに、役員持株会を通じて、保有株式の管理を実施し、また、

金融庁及び証券取引等監視委員会からの要請に基づきJ-IRISSを利用し、インサイダー取引防止に努

めました。

(５) 大規模災害リスク

「大規模災害対策規程」に基づき、緊急連絡網の整備や、本社・各拠点においては防災訓練に参

加、また、緊急時に必要な備蓄品の見直しを行い、管理を徹底いたしました。

（業務効率及び業績管理体制）

当社グループの業績につきましては、「取締役会規則」により、取締役・執行役員が業務執行状況を

四半期ごとに取締役会に報告して管理しております。その方法につきましては、「関係会社管理規程」

により、当社グループの範囲、主管本部、管理責任、事前協議事項等を定めたうえで、調査・ 監査及

び業況把握を行い、「取締役会規則」及び「職務権限規程」に則り、取締役会にて決議又は報告し、状

況や課題等の把握及び課題等への対策等につき協議しております。2024年度上期進捗及び下期の見通

しについては、見直し予算審議会（９月）により、また下期進捗及び次期の予算については、予算審

議会（３月）にて審議し、それぞれ2024年９月及び2025年３月開催の取締役会にてその内容につき決

議しました。
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（監査等委員会への報告体制及び監査等委員会の職務執行）

「内部統制システム構築の基本方針」及び「監査等委員会監査基準」に基づき、業務執行側から監査

等委員会に対して、当社グループ内の報告の必要な重要事項を、その発生の都度すみやかに報告して

おり、監査等委員会への報告体制は適切に運用されております。

一方、監査等委員会の委員は全員、又は分担を決めて取締役会、経営審議会、サステナビリティ委員

会、コンプライアンス委員会、リスクマネジメント委員会、投融資委員会、予算審議会等の重要会議

に出席しました。各監査等委員は、出席した重要な会議では必要に応じて自ら意見を述べ、取締役の

職務の執行状況を監督しております。また、社外取締役、社長、会計監査人とは四半期ごとに面談を

行い、互いの意見交換を実施しております。更に国内外グループ各社を定期的に訪問し、経営者との

インタビュー及び実地調査を行うことにより状況・問題点の把握を行っております。

なお、監査等委員会は７月に監査等委員会監査計画を策定し、取締役会に報告することにより、各取

締役の職務執行を監査する体制を理解いただくとともに、協力を得る体制を整えております。
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連結株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から 2025年３月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2024年４月１日残高 5,650 2,615 63,612 △241 71,636

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △3,010 △3,010

親会社株主に帰属する
当期純利益

8,563 8,563

自己株式の処分 20 20

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

連結会計年度中の変動額合計 5,552 20 5,573

2025年３月31日残高 5,650 2,615 69,165 △220 77,210

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

2024年４月１日残高 9,702 132 4,510 14,345 1,497 87,480

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △3,010

親会社株主に帰属する
当期純利益

8,563

自己株式の処分 20

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額)

△2,684 △65 2,630 △118 41 △77

連結会計年度中の変動額合計 △2,684 △65 2,630 △118 41 5,496

2025年３月31日残高 7,017 67 7,141 14,226 1,539 92,977

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結注記表

１ 【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項】

（１）連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数：42社

② 主要な連結子会社の名称

神商鉄鋼販売株式会社

神商非鉄株式会社

株式会社マツボー

Shinsho American Corp.

神鋼商貿（上海）有限公司

Thai Escorp Ltd.

③ 連結の範囲の異動

日本グラニュレーター㈱は当連結会計年度において株式取得により子会社となったため、連

結の範囲に含めております。

神商精密㈱は当連結会計年度において新たに設立されたため、連結の範囲に含めることとし

ました。

④ 非連結子会社の状況

非連結子会社はありません。

（２）持分法の適用に関する事項

① 持分法適用の関連会社数：17社

② 主要な持分法適用の関連会社の名称

アジア化工株式会社

大阪精工株式会社

日本スタッドウェルディング株式会社

③ 持分法適用の範囲の異動

㈱山陽精機は当連結会計年度において株式取得により持分法適用の関連会社として範囲に含

めております。

④ 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の数：５社
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⑤ 主要な持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の名称

Shinsho K'mac Precision Parts（Bangkok）Co.,Ltd.

（持分法の適用をしない理由）

持分法を適用していない非連結子会社又は関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外してお

ります。

（３）連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち決算日を12月31日とする会社は31社、２月20日とする会社は１社あり、連結

計算書類の作成にあたっては、これら各社の 同決算日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っておりま

す。

（４）会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

１．有形固定資産（リース資産を除く）

国内連結会社は一部の子会社を除き定率法（但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法）

を採用しております。一部の国内連結子会社及び在外連結子会社は定額法を採用しておりま

す。

なお、国内連結会社は2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。
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２．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づ

いております。

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

１．貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

２．賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を

計上しております。

３．役員株式給付引当金

当社の取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く）に対する当社株式の交付

及び給付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式

の交付及び給付見込額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は以下の通りであります。

当社グループの主な履行義務は、国内及び海外において鉄鋼、アルミ・銅、原料、機械及び溶

接を主体とした各種商品等の販売です。

商品等の販売

商品等の販売については、主として顧客が検収した時点で、当社グループの履行義務が充足

されることから、当該時点で収益を認識しております。ただし、貿易取引については、主とし

てインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点におい

て、顧客が当該商品等に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断してお

り、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。取引の対価は、履行義務を充足して

から主として４ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。
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履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、商品等が顧客に提供される前

に当社グループが当該商品等を支配している場合には、本人として収益を対価の総額で連結損

益計算書に表示しており、特定された商品等が他の当事者によって提供されるように手配する

履行義務である場合には、代理人として収益を純額で連結損益計算書に表示しています。な

お、本人代理人の判定方法は、当社グループが契約の当事者として商品等の提供に主たる責任

を有しているか、在庫リスクを負っているか、価格裁量権を有しているか等を総合的に勘案し

て判断しております。

取引価格は、約束した商品等の顧客への移転と交換に当社グループが権利を得ると見込んで

いる対価の金額であり、収益の認識時点において対価の金額が未確定である場合には、契約で

定められた一定の算式等に基づいて合理的に対価を見積っています。

⑤ 重要なヘッジ会計の方法

１．重要なヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予

約については、振当処理によっております。

２．ヘッジ手段とヘッジ対象

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。

ヘッジ手段：為替予約取引、商品先物取引

ヘッジ対象：外貨建債権・債務及び外貨建予定取引、長期借入金、非鉄地金取引

３．ヘッジ方針

社内管理規程に基づき、営業取引及び金融取引における将来の為替変動及び価格変動等によ

り生じるリスクを回避する目的で行っております。

４．ヘッジ有効性評価の方法

主として比率分析により有効性の判定を行っております。

為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、為替相場

の変動による相関関係は完全に確保されているため、有効性の評価を省略しております。

⑥ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

１．退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、一部の連結子会社の従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しておりま

す。

なお、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
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２ 【会計方針の変更】

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下

「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会

計基準第20－３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。）第65

－２項(２)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の

連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当連結会

計年度の期首から適用しております。

なお、当該会計方針の変更による連結財務諸表への影響はありません。

３ 【追加情報】

役員報酬ＢＩＰ信託制度について

当社は、取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役等」という。）

を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値の最大化への貢献意欲を高めることを目指して、

「役員報酬ＢＩＰ信託」制度を2022年８月より導入しております。なお、2022年６月24日開催の第

104回定時株主総会にて、本制度の導入を決議しております。

（１）制度の概要

取締役等のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出す

ることにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式報酬規程に基づき当社取締役等に交

付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場又は当社からの第三者割当により取得します。そ

の後、当該信託は株式報酬規程に従い、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、役位に応

じて決定される株式数の当社株式及び売却代金に相当する金銭を退任等による受益権確定日以降

に交付及び給付します。

（２）信託に残存する自社の株式

役員報酬ＢＩＰ信託口が所有する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除

く）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式

数は、当連結会計年度において、197百万円、141千株であります。

当社は、2025年４月１日付で普通株式１株を３株に株式分割しております。上記の株式数につ

いては、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
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４ 【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しており

ます。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会

計年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

（１）当社の営業債権の回収可能性の評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

営業債権207,480百万円（受取手形4,402百万円、電子記録債権18,022百万円、売掛金

185,055百万円）に含まれる、当社の営業債権142,861百万円（受取手形2,529百万円、電子記録

債権9,414百万円、売掛金130,917百万円）のうち、765百万円を貸倒懸念債権に区分しておりま

すが、債権全額を回収可能であると判断し、貸倒引当金は計上しておりません。破産更生債権

等30百万円については、債権全額に対して貸倒引当金を計上しております。

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

営業債権に対する貸倒引当金の算定に当たり、債務弁済の延滞状況や取引先の財政状態及び

経営成績等を総合的に検討して、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の三つ

に区分し、以下のように債権区分に応じた回収不能見込額の見積りを行っております。

債権区分 貸倒引当金の算定方法

一般債権 債権全体に対して、過去の貸倒実績率に基づき貸倒引当金を算定しております。

貸倒懸念債権
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額につ
いて取引先の財政状態、延滞期間、金融機関の支援状況、再建計画の実現可能性
等をもとに総合的に検討し、貸倒引当金を算定しております。

破産更生債権等
債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸
倒引当金として算定しております。

これらの債権区分の判断及び債権の回収可能性の判断には、高い不確実性を伴うため、翌連

結会計年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【連結貸借対照表に関する注記】

（１）有形固定資産の減価償却累計額 15,411百万円

（２）収益認識に関する事項

受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額

売掛金 185,055百万円

受取手形 4,402百万円

（３）偶発債務

① 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入等に対し保証を行っております。

保証債務残高 1,052百万円

② 買戻条件付受取手形譲渡に伴う買戻し義務 2,748百万円

③ 輸出割引手形 305百万円

６ 【連結損益計算書に関する注記】

（１）売上原価に含まれる棚卸資産評価損

期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、前連結会計年度の棚卸資産評価損の

戻入額と当連結会計年度における棚卸資産評価損を相殺した結果、棚卸資産評価損195百万円が売

上原価に含まれております。

（２）顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりま

せん。顧客との契約から生じる収益の金額は、連結計算書類「７収益認識に関する注記（１）財又

はサービスの種類別の内訳」に記載しております。
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７ 【収益認識に関する注記】

当社グループの売上高は、主に顧客との契約から生じる収益であり、当社グループの報告セグメン

トを財又はサービスの種類別、及び地域別に分解した場合の内訳は、以下の通りです。

当連結会計年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

（１）財又はサービスの種類別の内訳
（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注）
合計金属 機械・溶接

計
鉄鋼 アルミ·銅 原料 小計 機械 溶接 小計

特殊鋼 189,959 － － 189,959 － － － 189,959 － 189,959

鋼板 46,080 － － 46,080 － － － 46,080 － 46,080

棒鋼 14,417 － － 14,417 － － － 14,417 － 14,417

チタン・ステンレス 4,007 － － 4,007 － － － 4,007 － 4,007

銅製品 － 73,541 － 73,541 － － － 73,541 － 73,541

アルミ製品 － 57,450 － 57,450 － － － 57,450 － 57,450

非鉄原料 － 44,025 － 44,025 － － － 44,025 － 44,025

冷鉄源 － － 49,798 49,798 － － － 49,798 － 49,798

合金鉄 － － 13,664 13,664 － － － 13,664 － 13,664

石炭 － － 9,857 9,857 － － － 9,857 － 9,857

圧縮機 － － － － 7,735 － 7,735 7,735 － 7,735

建設機械部品 － － － － 11,614 － 11,614 11,614 － 11,614

産業機械 － － － － 26,937 － 26,937 26,937 － 26,937

電子関連機材 － － － － 6,174 － 6,174 6,174 － 6,174

溶接材料 － － － － － 15,298 15,298 15,298 － 15,298

生産材料 － － － － － 3,965 3,965 3,965 － 3,965

溶接関連機器 － － － － － 8,738 8,738 8,738 － 8,738

その他 49,212 20,714 11,582 81,508 9,198 1,801 11,000 92,508 607 93,116

内部売上高 △45,885 △7,604 △4,226 △57,716 △528 △607 △1,136 △58,853 △351 △59,205

顧客との契約から

生じる収益
257,791 188,126 80,676 526,594 61,131 29,195 90,326 616,921 255 617,177

外部顧客への売上高 257,791 188,126 80,676 526,594 61,131 29,195 90,326 616,921 255 617,177

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。
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（２）地域別の内訳
（単位：百万円）

報告セグメント
その他

（注）
合計金属 機械・溶接

計
鉄鋼 アルミ·銅 原料 小計 機械 溶接 小計

日本 143,834 142,750 44,662 331,247 43,509 17,717 61,227 392,475 4 392,479

中国 22,062 30,157 5,439 57,660 3,453 4,252 7,705 65,365 250 65,616

アジア 28,971 8,619 30,001 67,592 12,007 6,950 18,957 86,550 － 86,550

北米 61,094 5,878 571 67,544 2,087 5 2,092 69,637 － 69,637

その他 1,827 720 1 2,549 74 269 343 2,893 － 2,893

海外 113,956 45,375 36,014 195,346 17,621 11,478 29,099 224,446 250 224,697

顧客との契約から

生じる収益
257,791 188,126 80,676 526,594 61,131 29,195 90,326 616,921 255 617,177

外部顧客への売上

高
257,791 188,126 80,676 526,594 61,131 29,195 90,326 616,921 255 617,177

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。

（３）顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、１ 【連結計算書類作成のた

めの基本となる重要な事項】（４）会計方針に関する事項の④重要な収益及び費用の計上基準に記

載の通りであります。

（４）当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

契約負債の残高等

（単位：百万円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 213,948

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 207,480

契約負債（期首残高） 8,196

契約負債（期末残高） 12,385

契約負債は、主に機械・情報セグメントにおいて、検収時に収益を認識する機械装置関連の取引

について、支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収

益の認識に伴い取り崩されます。
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８ 【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

（１）発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計年度
期首株式数
(千株)

当連結会計年度
増加株式数
(千株)

当連結会計年度
減少株式数
(千株)

当連結会計年度末
株式数
(千株)

発行済株式

普通株式 8,860 － － 8,860

合計 8,860 － － 8,860

自己株式

普通株式（注） 60 － 5 55

合計 60 － 5 55

（注）１．当連結会計年度末の自己株式数には、役員報酬BIP信託が保有する自社の株式が47千株含

まれております。

２．普通株式の自己株式数の減少５千株は、役員報酬BIP信託による当社株式の交付による減

少５千株によるものであります。

３. 当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております

が、上記は、当該株式分割前の株式数で記載しております。

（２）配当に関する事項

① 配当金支払額

決議
株式の
種類

配当金の
総額

(百万円)

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2024年５月22日
取締役会

普通株式 1,682 190.00 2024年３月31日 2024年６月12日

2024年11月７日
取締役会

普通株式 1,328 150.00 2024年９月30日 2024年12月６日

（注）１．2024年５月22日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社

の株式に対する配当金９百万円が含まれております。

２．2024年11月７日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社

の株式に対する配当金７百万円が含まれております。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議（予定）
株式の
種類

配当金の
総額

(百万円)
配当の原資

１株当たり
配当額
(円)

基準日 効力発生日

2025年５月23日
取締役会

普通株式 1,328 利益剰余金 150.00 2025年３月31日 2025年６月11日

（注）１. 当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております

が、2025年５月23日取締役会決議による１株当たりの配当額につきましては、当該株式分割

前の配当額を記載しております。

２. 2025年５月23日取締役会決議による配当金の総額には、役員報酬BIP信託が保有する自社

の株式に対する配当金７百万円が含まれております。
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９ 【金融商品に関する注記】

（１）金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループの資金運用は、短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資

金を調達しております。一時的な余剰資金は、安全性の高い金融資産で運用し、投機目的の資

金運用は行わない方針であります。デリバティブ取引は、営業取引及び金融取引における将来

の為替変動、価格変動及び金利変動等により生じるリスクヘッジする目的で利用するものとし、

短期的な売買差益を確保する目的又は投機目的のためには利用しない方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク

受取手形及び売掛金等の営業債権は、顧客の信用リスクに晒されております。支払手形及び

買掛金等の営業債務は、ほとんど１年以内の支払期日であります。なお、海外での事業に伴い

生じる外貨建ての営業債権・債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先

物為替予約を利用してヘッジしております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目

的としたものであり、償還日は決算日後、最長で７年後であります。このうち一部は、変動金

利であるため金利の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有

する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。デリバティブ取引は、外

貨建取引に係る為替変動リスクのヘッジを目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の

変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引、アルミ地金及び銅地金の売買

に係る市況変動リスクのヘッジを目的とした商品先物取引を実施しております。なお、ヘッジ

会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、

前述の「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項」に記載されている「（４）会計

方針に関する事項」をご参照ください。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

営業債権は、信用限度規程に沿って取引先ごとに与信限度額を設定し、毎月取引先ごとの期

日と残高の確認を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を

図っております。デリバティブ取引は、デリバティブ取引管理規程に従い、取引所管部門の取

引責任者は、毎月デリバティブ取引の状況について経理担当部長に報告しております。経理担

当部長は、期末におけるデリバティブ取引の状況の報告内容と取引相手先の残高証明書とを照

合するとともに、デリバティブ取引の状況について取締役会に報告しております。投資有価証

券は、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況

を見直しております。借入金のうち、短期借入金(１年内返済予定の長期借入金を除く)は主に

運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に当社及び連結子会社の設備投資に係る資金

調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長

期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、

金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。ヘッジの有効性の評価については、

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略し

ております。また、当社グループは、CMS（キャッシュ・マネジメント・システム）によるグル

ープ資金管理を行うことに加え、月次に資金繰計画表を作成・更新する等の方法により資金調

達に係る流動性リスクを管理しております。
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④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することもあります。

（２）金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

投資有価証券（*２）
その他有価証券

13,520 13,520 -

資産計 13,520 13,520 -

長期借入金（*４） 22,508 22,410 △97

負債計 22,508 22,410 △97

デリバティブ取引（*５） 186 186 -

（*１）「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記

録債務」、「短期借入金」及び「預り金」については、現金及び短期間で決済されるため、時価

が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*２）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸

借対照表計上額は以下の通りであります。

区分 当連結会計年度

非上場株式（*３） 18,893
出資金 1,863

（*３）連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資につい

ては含めておりません。当該出資の連結貸借対照表計上額は、160百万円であります。

（*４）「長期借入金」の連結貸借対照表計上額は、返済期限が１年以内の長期借入金の額を含めて表

示しており、時価を算定しております。

（*５）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務

となる項目については、△で示しております。

（３）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３

つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され

る当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した

時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の

時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプッ

トがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類

しております。
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（４）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券

デリバティブ取引
13,520

-
-

231
-
-

13,520
231

資産計 13,520 231 - 13,752

デリバティブ取引 - 44 - 44

負債計 - 44 - 44

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式の時価は取引所の価格を用いて評価しており、活発な市場で取引されているためレ

ベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル２

の時価に分類しております。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている

長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載

しております。また、その他に当社グループは、先物為替予約、商品先物取引及び通貨スワッ

プ取引のデリバティブ取引を行っております。為替予約の振当処理を行っているものを除き、

契約額等と時価等の差額については連結会計年度末において時価評価を行っております。

（５）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 - 22,410 - 22,410

負債計 - 22,410 - 22,410

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金

時価は元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価

値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。変動金利による長期借入金の一

部は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された

元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で、割り

引いて算定する方法によっております。
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10 【１株当たり情報に関する注記】

１株当たり純資産額 3,461円36銭

１株当たり当期純利益 324円24銭

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

このため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額

及び１株当たり当期純利益を算定しております。

11 【重要な後発事象に関する注記】

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

当社は、2025年２月５日開催の取締役会において、2025年４月１日に株式分割及び株式分割に伴

う定款の一部変更を行うことを決議しました。

（１）株式分割の目的

当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様により投資しやすい

環境を整え、投資家層の拡大及び当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

（２）株式分割の概要

① 分割の方法

2025年３月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有す

る普通株式１株につき３株の割合をもって分割しました。

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 8,860,562株

今回の分割により増加する株式数 17,721,124株

株式分割後の発行済株式総数 26,581,686株

株式分割後の発行可能株式総数 81,000,000株

③ 分割の日程

基準日公告日 2025年３月10日

基準日 2025年３月31日

効力発生日 2025年４月１日
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（３）株式分割に伴う定款の一部変更

① 変更の理由

株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2025年４月１日を効力発生日とし

て、当社定款の一部を変更いたしました。

② 定款変更の内容

現行定款 変更後

第６条 （発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、２千700
万株とする。

第６条 （発行可能株式総数）
当会社の発行可能株式総数は、８千100
万株とする。

③ 変更の日程

取締役会決議日 2025年２月５日

効力発生日 2025年４月１日

（４）その他

① 資本金額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

② 当連結会計年度の期末配当金

今回の株式分割は、2025年４月１日を効力発生日としておりますので、2025年３月31日を

基準日とする当連結会計年度の期末配当金は、株式分割前の株式を対象として支払われます。

12 【その他の注記】

記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2024年４月１日から 2025年３月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

2024年４月１日残高 5,650 2,703 43,938 △232 52,060

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △3,010 △3,010

当期純利益 6,497 6,497

自己株式の処分 20 20

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

事業年度中の変動額合計 3,486 20 3,507

2025年３月31日残高 5,650 2,703 47,425 △211 55,567

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

2024年４月１日残高 9,342 △15 9,327 61,387

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △3,010

当期純利益 6,497

自己株式の処分 20

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額)

△2,652 12 △2,640 △2,640

事業年度中の変動額合計 △2,652 12 △2,640 867

2025年３月31日残高 6,689 △3 6,686 62,254

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）
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個別注記表

１ 【重要な会計方針に係る事項】

（１）資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

１．子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

２．その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

② デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（２）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（３）引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額の内、当事業年度の負担額を計上し

ております。

③ 役員株式給付引当金

当社の取締役及び執行役員（社外取締役及び国内非居住者を除く）に対する当社株式の交付

及び給付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に割り当てられたポイントに応じた株式

の交付及び給付見込額を計上しております。
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（４）重要な収益及び費用の計上基準

主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識

する通常の時点）は、以下の通りであります。

当社の主な履行義務は、国内及び海外において鉄鋼、アルミ・銅、原料、機械及び溶接を主体

とした各種商品等の販売です。

商品等の販売

商品等の販売については、主として顧客が検収した時点で、当社の履行義務が充足され

ることから、当該時点で収益を認識しております。ただし、貿易取引については、主とし

てインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時点にお

いて、顧客が当該商品等に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断

しており、当該履行義務の充足時点で収益を認識しております。取引の対価は、履行義務

を充足してから主として４ヶ月以内に受領しており、重大な金融要素は含んでおりません。

履行義務の識別にあたっては、本人か代理人かの検討を行い、商品等が顧客に提供され

る前に当社が当該商品等を支配している場合には、本人として収益を対価の総額で損益計

算書に表示しており、特定された商品等が他の当事者によって提供されるように手配する

履行義務である場合には、代理人として収益を純額で損益計算書に表示しています。なお、

本人代理人の判定方法は、当社が契約の当事者として商品等の提供に主たる責任を有して

いるか、在庫リスクを負っているか、価格裁量権を有しているか等を総合的に勘案して判

断しております。

取引価格は、約束した商品等の顧客への移転と交換に当社が権利を得ると見込んでいる

対価の金額であり、収益の認識時点において対価の金額が未確定である場合には、契約で

定められた一定の算式等に基づいて合理的に対価を見積っています。
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（５）ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予

約については、振当処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。

ヘッジ手段：為替予約取引、商品先物取引

ヘッジ対象：外貨建債権・債務及び外貨建予定取引、長期借入金、非鉄地金取引

③ ヘッジ方針

社内管理規程に基づき、営業取引及び金融取引における将来の為替変動及び価格変動等によ

り生じるリスクを回避する目的で行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

主として比率分析により有効性の判定を行っております。

為替予約については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、為替相場

の変動による相関関係は完全に確保されているため有効性の評価を省略しております。

２ 【会計方針の変更】

法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用

連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。
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３ 【収益認識に関する注記】

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、１ 【重要な会計方針に係る事

項】の（４）重要な収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。

４ 【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しておりま

す。当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書

類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

（１）営業債権の回収可能性の評価

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

営業債権157,674百万円（受取手形2,529百万円、電子記録債権9,424百万円、売掛金

145,720百万円）のうち、765百万円を貸倒懸念債権に区分しておりますが、債権全額を回収可

能であると判断し、貸倒引当金は計上しておりません。

破産更生債権等30百万円については、債権全額に対して貸倒引当金を計上しております。

② 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

営業債権に対する貸倒引当金の算定に当たり、債務弁済の延滞状況や取引先の財政状態及び

経営成績等を総合的に検討して、営業債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の三つ

に区分し、以下のように債権区分に応じた回収不能見込額の見積りを行っております。

債権区分 貸倒引当金の算定方法

一般債権 債権全体に対して、過去の貸倒実績率に基づき貸倒引当金を算定しております。

貸倒懸念債権 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額につ

いて取引先の財政状態、延滞期間、金融機関の支援状況、再建計画の実現可能性

等をもとに総合的に検討し、貸倒引当金を算定しております。

破産更生債権等 債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸

倒引当金として算定しております。

これらの債権区分の判断及び債権の回収可能性の判断には、高い不確実性を伴うため、翌事

業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【貸借対照表に関する注記】

（１）有形固定資産の減価償却累計額 1,177百万円

（２）偶発債務

① 保証債務

次の各社の金融機関等からの借入等に対し保証を行っております。

SHINSHO AMERICAN CORP. 12,532百万円

SHINSHO MEXICO S.A.de C.V. 2,093百万円

神商鉄鋼販売㈱ 985百万円

神商非鉄㈱ 908百万円

THAI ESCORP LTD. 884百万円

韓国神商㈱ 769百万円

PERTAMA FERROALLOYS SDN.BHD. 700百万円

KOBELCO TRADING AUSTRALIA PTY.LTD. 563百万円

エスシーウエル㈱ 他７社 1,274百万円

合計 20,711百万円

② 買戻条件付受取手形譲渡に伴う買戻し義務 569百万円

③ 輸出割引手形 305百万円

（３）関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの

金額は、次の通りであります。

短期金銭債権 62,591百万円

短期金銭債務 31,756百万円
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６ 【損益計算書に関する注記】

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 130,329百万円

仕入高 227,760百万円

販売費及び一般管理費 592百万円

営業取引以外の取引による取引高 3,443百万円

７ 【株主資本等変動計算書に関する注記】

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 52,365株

８ 【税効果会計に関する注記】

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金 522百万円

貸倒損失 111百万円

賞与引当金 342百万円

商品 19百万円

固定資産減損 28百万円

会員権 56百万円

投資有価証券等 1,610百万円

その他有価証券評価差額金 27百万円

その他 255百万円

繰延税金資産小計 2,974百万円

評価性引当額 △2,130百万円

繰延税金資産合計 843百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △2,956百万円

その他 △27百万円

繰延税金負債合計 △2,984百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △2,140百万円
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９ 【関連当事者との取引】

（１）親会社及び法人主要株主等

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容

議決権等の
所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

株式会社
神戸製鋼所

神戸市
中央区

250,930
百万円

鉄鋼製品、アル
ミ・銅製品、機
械等の製造及び
販売

(被所有)
直接 34.9
間接 1.0

同社製品の購入
及び鉄鋼原料、
その他原材料の
納入、役員の転
籍等

商品の
販売

38,988 売掛金 29,356

商品の
仕入

212,324 買掛金 21,742

投資有
価証券
の売却

2,647 - -

投資有
価証券
売却損

1,132 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等

・営業取引については、市場価格を勘案の上、一般取引先に対する条件と同様に決定しております。

・商品の販売について、当社が代理人に該当する取引の場合には、取引金額は顧客から受け取る対価の額から仕入先に

支払う額を控除した純額で表示しております。

・商品の仕入について、当社が代理人に該当する取引の場合には、仕入先に支払う額は取引金額に含めていません。

・議決権等の被所有割合の34.9％（直接）については、退職給付信託（みずほ信託銀行株式会社）に拠出された株式を

含んでおります。

・投資有価証券の売却価格は当事者間において協議の上決定しております。

（２）子会社及び関連会社等

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容

議決権等の
所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
SHINSHO
AMERICAN
CORP.

アメ
リカ

19,000
千ドル

鉄鋼製品、鉄鋼
原料、アルミ・
銅製品、機械等
の輸出入販売

(所有)
直接 100.0

同社への製品の
販売、銀行借入
に対する債務保
証、役員の兼任
等

商品の
販売

36,604 売掛金 8,106

債務
保証

12,532 未収収益 0

保証料
の受入

11 - -

子会社
韓国神商
株式会社

韓国
400,000
千KRW

鉄鋼製品、アル
ミ・銅製品、機
械等の輸出入販
売

(所有)
直接 100.0

同社からの原材
料の購入、役員
の兼任等

商品の
仕入

3,377 買掛金 2,794

関連会社
名北工業
株式会社

美濃加
茂市
蜂屋台

60
百万円

冷間圧造用鋼線
製造及び販売

(所有)
直接 22.22

同社への鉄鋼製
品の販売、役員
の兼任等

商品の
販売

21,259 売掛金 4,987

関連会社
大阪精工
株式会社

東大阪
市
中石切
町

44
百万円

冷間圧造用鋼線
製造及び販売

(所有)
直接 39.8

同社への鉄鋼製
品の販売、役員
の兼任等

商品の
販売

10,395 売掛金 3,708

取引条件及び取引条件の決定方針等

・営業取引については、市場価格を勘案の上、一般取引先に対する条件と同様に決定しております。

・商品の販売について、当社が代理人に該当する取引の場合には、取引金額は顧客から受け取る対価の額から仕入先に

支払う額を控除した純額で表示しております。

・商品の仕入について、当社が代理人に該当する取引の場合には、仕入先に支払う額は取引金額に含めていません。

・資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

・SHINSHO AMERICAN CORP.に対する債務保証は、同社の銀行借入につき保証を行ったものであり、保証料を受領してお

ります。
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（３）兄弟会社等

種類
会社等
の名称

所在地
資本金
又は
出資金

事業の内容

議決権等の
所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社
の子会社

Kobelco
Millcon
Steel
Co.,Ltd..

タイ
2,830

百万THB
鉄鋼製品の製造
販売

－
同社への製品
販売

商品の
販売

9,212 売掛金 4,177

取引条件及び取引条件の決定方針等

・営業取引については、市場価格を勘案の上、一般取引先に対する条件と同様に決定しております。

・商品の販売について、当社が代理人に該当する取引の場合には、取引金額は顧客から受け取る対価の額から仕入先に

支払う額を控除した純額で表示しております。

・商品の仕入について、当社が代理人に該当する取引の場合には、仕入先に支払う額は取引金額に含めていません。

10 【１株当たり情報に関する注記】

１株当たり純資産額 2,355円92銭

１株当たり当期純利益 245円93銭

（注）当社は、2025年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。

このため、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び

１株当たり当期純利益を算定しております。

11 【重要な後発事象に関する注記】

株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更

連結注記表に記載しているため、記載を省略しております。

12 【その他の注記】

記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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